
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１の所定信号を受信したとき又は機械的な所定の操作がなされたときに移動体のドアを
ロックおよびアンロックするドアロックアンロック手段と、第２の所定信号を受信したと
きに前記移動体の運行を許可する運行許可手段とを有する移動体の異常使用判定装置であ
って、
前記ドアのアンロックが前記第１の所定信号の受信によるか前記機械的な所定の操作によ
るかを判定するアンロック手法判定手段と、
該判定されたアンロック手法と前記第２の所定信号とに基づいて前記移動体の異常使用を
判定する異常使用判定手段と
を備える移動体の異常使用判定装置。
【請求項２】
前記異常使用判定手段は、所定回数に亘って前記アンロック手法が前記機械的な所定の操
作によると判定されると共に前記第２の信号により前記移動体の運行が許可されたとき、
該移動体の異常使用と判定する手段である請求項１記載の移動体の異常使用判定装置。
【請求項３】
請求項１記載の移動体の異常使用判定装置であって、
前記第１の所定信号としての複数の信号と、該複数の信号と対をなす前記第２の信号とし
ての複数の信号とを関連して記憶する信号記憶手段を備え、
前記異常使用判定手段は、前記アンロック手法判定手段が前記アンロック手法が前記第１
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の所定信号の受信によると判定したとき、前記移動体のドアをアンロックする際に用いら
れた前記第１の所定信号と、該移動体の運行の許可を求める際に用いられた前記第２の所
定信号とが前記信号記憶手段により記憶されている対の信号を構成するか否かに基づいて
該移動体の異常使用を判定する手段である
移動体の異常使用判定装置。
【請求項４】
前記異常使用判定手段は、前記移動体のドアをアンロックする際に用いられた前記第１の
所定信号と該移動体の運行の許可を求める際に用いられた前記第２の所定信号とが所定回
数に亘って前記信号記憶手段により記憶されている対の信号を構成しないとき、前記移動
体の異常使用を判定する手段である請求項３記載の移動体の異常使用判定装置。
【請求項５】
前記所定回数は、前記第１の所定信号の受信による前記ドアのアンロックの故障に対して
該故障の回復までに見込まれる前記機械的な所定の操作による前記ドアのアンロックの回
数として設定された回数である請求項２または４記載の移動体の異常使用判定装置。
【請求項６】
前記異常使用判定手段により前記移動体の異常使用が判定されたとき、該判定結果を出力
する判定結果出力手段を備える請求項１ないし５いずれか記載の移動体の異常使用判定装
置。
【請求項７】
請求項１ないし６いずれか記載の移動体の異常使用判定装置であって、
前記移動体は、自動車であり、
前記ドアロックアンロック手段は、前記第１の所定信号を送信可能な送信機を有すると共
に前記機械的な所定の操作が可能なキーに対応する手段であり、
前記運行許可手段は、所定の電磁界を発生する電磁界発生手段を備え、該発生した電磁界
に感応して前記第２の所定信号を出力するトランスポンダチップからの信号に対応する手
段である
移動体の異常使用判定装置。
【請求項８】
移動体の盗難を防止する盗難防止装置であって、
請求項１ないし７いずれか記載の移動体の異常使用判定装置と、
前記異常使用判定装置が備える前記異常使用判定手段により前記移動体の異常使用が判定
されたとき、該移動体の所定の動作を禁止する異常使用時制御手段と
を備える移動体の盗難防止装置。
【請求項９】
前記異常使用時制御手段は、前記移動体の運行の許可を禁止する手段である請求項８記載
の移動体の盗難防止装置。
【請求項１０】
請求項８または９記載の移動体の盗難防止装置であって、前記異常使用判定装置は、請求
項３または４に係る異常使用判定装置であり、前記信号記憶手段に記憶される前記対をな
す信号を追加または変更する記憶信号追加変更手段を備え、
前記異常使用時制御手段は、前記記憶信号追加変更手段による前記対をなす信号の追加ま
たは変更を禁止する手段である
移動体の盗難防止装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、移動体の異常使用判定装置およびこれを用いた盗難防止装置に関し、詳しくは
、第１の所定信号を受信したときまたは機械的な所定の操作がなされたときに移動体のド
アをロックおよびアンロックするドアロックアンロック手段と、第２の所定信号を受信し
たときに前記移動体の運行を許可する運行許可手段とを有する移動体の異常使用判定装置
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およびこれを用いて移動体の盗難を防止する盗難防止装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、この種の移動体の異常使用判定装置としては、車両から発生させた電磁界に感応し
て所定の信号を出力するトランスポンダチップを内蔵するキーからの所定の信号を受信し
たときにエンジンの始動を許可する装置であって、エンジン停止中に通常のキー使用では
感応できない程度の弱電磁界を発生させ、この弱電磁界に対して所定の信号を受信したと
きには不正使用とみなすものが提案されている（例えば、特開平１０－２７８７４３号公
報など）。この装置では、キーからトランスポンダチップが抜き取られ、車両のトランス
ポンダチップからの所定の信号を受信する受信部近傍に貼り付けられて不正に複製された
キーにより車両が使用される場合を想定し、このような場合を不正使用として判定してい
る。そして、不正使用と判定した場合には、該当する所定の信号の使用を禁止したり、エ
ンジンの始動を禁止して、車両の盗難を防止している。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、こうした従来例の異常使用判定装置では、発生させる電磁界の強弱を切り
換える電磁界出力切換部が必要となり、装置自体の構成が複雑なものになってしまう。ま
た、抜き取られたトランスポンダチップを貼り付ける位置によっては不正使用を判定でき
ない場合も生じる。即ち、通常の電磁界に感応し弱電磁界のときには感応しない位置にト
ランスポンダチップを貼り付けた場合である。
【０００４】
本発明の移動体の異常使用判定装置は、装置の構成を複雑にすることなく移動体の異常使
用を判定することを目的の一つとする。また、本発明の移動体の異常使用判定装置は、高
い精度で移動体の異常使用を判定することを目的の一つとする。さらに、本発明の移動体
の異常使用判定装置は、移動体の異常使用の可能性を判定することを目的の一つとする。
本発明の移動体の盗難防止装置は、移動体の盗難を的確に防止することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段およびその作用・効果】
本発明の移動体の異常使用判定装置およびこれを用いた盗難防止装置は、上述の目的の少
なくとも一部を達成するために以下の手段を採った。
【０００６】
本発明の移動体の異常使用判定装置は、
第１の所定信号を受信したとき又は機械的な所定の操作がなされたときに移動体のドアを
ロックおよびアンロックするドアロックアンロック手段と、第２の所定信号を受信したと
きに前記移動体の運行を許可する運行許可手段とを有する移動体の異常使用判定装置であ
って、
前記ドアのアンロックが前記第１の所定信号の受信によるか前記機械的な所定の操作によ
るかを判定するアンロック手法判定手段と、
該判定されたアンロック手法と前記第２の所定信号とに基づいて前記移動体の異常使用を
判定する異常使用判定手段と
を備えることを要旨とする。
【０００７】
この本発明の移動体の異常使用判定装置では、ドアのアンロックが第１の所定信号の受信
によるか機械的な所定の操作によるかのアンロック手法と移動体の運行の許可に用いる第
２の所定信号とに基づいて移動体の異常使用を判定することができる。ここで、「異常使
用」とは、不正使用などの通常の使用とは異なる使用が含まれる他、通常の使用とは異な
る使用の可能性のある使用も含まれる。
【０００８】
こうした本発明の移動体の異常使用判定装置において、前記異常使用判定手段は、所定回
数に亘って前記アンロック手法が前記機械的な所定の操作によると判定されると共に前記
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第２の信号により前記移動体の運行が許可されたとき、該移動体の異常使用と判定する手
段であるものとすることもできる。即ち、第１の所定信号の受信によらずに所定回数に亘
って機械的な所定の操作によってドアがアンロックされて移動体が使用されたときに移動
体の異常使用を判定するのである。こうすれば、不正に複製されたキーを用いた機械的な
所定の操作による移動体の使用を判定することができる。
【０００９】
また、本発明の移動体の異常使用判定装置において、前記第１の所定信号としての複数の
信号と、該複数の信号と対をなす前記第２の信号としての複数の信号とを関連して記憶す
る信号記憶手段を備え、前記異常使用判定手段は、前記アンロック手法判定手段が前記ア
ンロック手法が前記第１の所定信号の受信によると判定したとき、前記移動体のドアをア
ンロックする際に用いられた前記第１の所定信号と、該移動体の運行の許可を求める際に
用いられた前記第２の所定信号とが前記信号記憶手段により記憶されている対の信号を構
成するか否かに基づいて該移動体の異常使用を判定する手段であるものとすることもでき
る。こうすれば、対の信号を構成しない第１の所定信号と第２の所定信号とによる移動体
の使用を異常使用として判定することができる。この態様の本発明の移動体の異常使用判
定装置において、前記異常使用判定手段は、前記移動体のドアをアンロックする際に用い
られた前記第１の所定信号と該移動体の運行の許可を求める際に用いられた前記第２の所
定信号とが所定回数に亘って前記信号記憶手段により記憶されている対の信号を構成しな
いとき、前記移動体の異常使用を判定する手段であるものとすることもできる。こうすれ
ば、移動体の異常使用をより正確に判定することができる。
【００１０】
所定回数に亘っての判定に基づいて移動体の異常使用を判定する態様の本発明の移動体の
異常使用判定装置において、前記所定回数は、前記第１の所定信号の受信による前記ドア
のアンロックの故障に対して該故障の回復までに見込まれる前記機械的な所定の操作によ
る前記ドアのアンロックの回数として設定された回数であるものとすることもできる。
【００１１】
また、本発明の移動体の異常使用判定装置において、前記異常使用判定手段により前記移
動体の異常使用が判定されたとき、該判定結果を出力する判定結果出力手段を備えるもの
とすることもできる。こうすれば、移動体の異常使用やその可能性を知ることができる。
判定結果の出力方法としては、音声による出力や画像や文字の表示による出力，インジケ
ータの点灯出力など種々の方法が含まれる。
【００１２】
加えて、本発明の移動体の異常使用判定装置において、前記移動体は自動車であり、前記
ドアロックアンロック手段は前記第１の所定信号を送信可能な送信機を有すると共に前記
機械的な所定の操作が可能なキーに対応する手段であり、前記運行許可手段は、所定の電
磁界を発生する電磁界発生手段を備え、該発生した電磁界に感応して前記第２の所定信号
を出力するトランスポンダチップからの信号に対応する手段であるものとすることもでき
る。こうすれば、自動車の異常使用を有効に判定することができる。
【００１３】
本発明の移動体の盗難防止装置は、
移動体の盗難を防止する盗難防止装置であって、
各態様のいずれかの本発明の移動体の異常使用判定装置と、
前記異常使用判定装置が備える前記異常使用判定手段により前記移動体の異常使用が判定
されたとき、該移動体の所定の動作を禁止する異常使用時制御手段と
を備えることを要旨とする。
【００１４】
この本発明の移動体の盗難防止装置では、本発明の移動体の異常使用判定装置により移動
体の異常使用が判定されたときに、異常使用時制御手段が移動体の所定の動作を禁止する
。即ち、通常の動作を禁止することにより、移動体の盗難を防止するのである。本発明の
移動体の異常使用判定装置がより適切に移動体の異常使用を判定するから、適切な移動体
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の異常使用に対応することができる。
【００１５】
こうした本発明の移動体の盗難防止装置において、前記異常使用時制御手段は、前記移動
体の運行の許可を禁止する手段であるものとすることもできる。
【００１６】
また、本発明の移動体の盗難防止装置において、前記異常使用判定装置は信号記憶手段を
備える態様の異常使用判定装置であり、前記信号記憶手段に記憶される前記対をなす信号
を追加または変更する記憶信号追加変更手段を備え、前記異常使用時制御手段は前記記憶
信号追加変更手段による前記対をなす信号の追加または変更を禁止する手段であるものと
することもできる。こうすれば、移動体の異常使用を正常使用に変革するのを防止するこ
とができる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施の形態を実施例を用いて説明する。図１は、本発明の一実施例である
車両の盗難防止装置３０の構成の概略を示す構成図である。実施例の車両の盗難防止装置
３０は、図示するように、ワイヤレスキー２２に内蔵されている信号生成ＩＣ２４から送
信されるワイヤレスＩＤ信号を受信してワイヤレスＩＤを照合するワイヤレス制御モジュ
ール４０と、ワイヤレスキー２２に内蔵されているトランスポンダチップ２８から送信さ
れるイモビｉｄ信号とワイヤレス制御モジュール４０からの制御信号とに基づいて車両の
エンジンの駆動許可信号を出力するイモビライザ制御モジュール５０とを備える。
【００１８】
ワイヤレス制御モジュール４０とイモビライザ制御モジュール５０は、図示しないが、共
にＣＰＵを中心とするマイクロコンピュータを備える。このマイクロコンピュータは、Ｃ
ＰＵの他に処理プログラムを記憶するＲＯＭやデータを一時的に記憶するＲＡＭ，データ
を格納するＥＥＰＲＯＭ，入出力ポートなどを備えている。
【００１９】
ワイヤレス制御モジュール４０は、更にワイヤレスキー２２の信号生成ＩＣ２４から送信
されるワイヤレスＩＤ信号を受信するためのワイヤレスアンテナ４２を備える。また、ワ
イヤレス制御モジュール４０が備えるマイクロコンピュータのＲＡＭまたはＥＥＰＲＯＭ
には、複数のキーに対するワイヤレスＩＤを格納するワイヤレスＩＤ格納領域４４が設け
られている。なお、ワイヤレス制御モジュール４０が備えるマイクロコンピュータの出力
ポートからは、ドアロック制御モジュール６０への制御信号が出力されている。
【００２０】
こうして構成されたワイヤレス制御モジュール４０は、ワイヤレスキー２２の信号生成Ｉ
Ｃ２４から送信されるワイヤレスＩＤ信号をワイヤレスアンテナ４２で受信し、受信した
ワイヤレスＩＤ信号を復調して得られるワイヤレスＩＤをワイヤレスＩＤ格納領域４４に
格納されているワイヤレスＩＤのいずれかに一致するか照合し、照合したときにドアのロ
ックおよびアンロックを制御するドアロック制御モジュール６０に制御信号を出力すると
共にワイヤレスＩＤを信号としてイモビライザ制御モジュール５０に出力する。制御信号
を入力したドアロック制御モジュール６０は、ドアがロック状態のときにはアンロックす
ると共にハザードをアンロックを示す回数だけ点滅させるなどの制御を行ない、ドアがア
ンロック状態のときにはロックすると共にハザードをロックを示す回数だけ点滅させるな
どの制御を行なう。
【００２１】
イモビライザ制御モジュール５０は、所定の電磁界を発生させるための電磁界発生回路５
２と、この電磁界に感応してワイヤレスキー２２に内蔵されたトランスポンダチップ２８
から送信されるイモビｉｄ信号を受信するイモビアンテナ５４とを備える。なお、ワイヤ
レスキー２２に内蔵されているトランスポンダチップ２８は、電磁界発生回路５２により
発生される所定の電磁界に感応してイモビｉｄ信号を出力するようになっている。したが
って、イモビライザ制御モジュール５０は、電磁界発生回路５２で所定の電磁界を発生さ
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せることによってワイヤレスキー２２に内蔵されているトランスポンダチップ２８を感応
し、トランスポンダチップ２８から出力されるイモビｉｄ信号をイモビアンテナ５４で受
信できるようになっている。また、イモビライザ制御モジュール５０が備えるマイクロコ
ンピュータのＲＡＭまたはＥＥＰＲＯＭには、複数のキーに対するワイヤレスＩＤとイモ
ビｉｄと各キーに割り当てられたカウンタＣとを関連して格納するイモビ格納領域５６が
設けられている。この他、イモビライザ制御モジュール５０が備えるマイクロコンピュー
タの入力ポートには、車両のドアの開閉信号やドアのロック状態を示すロックポジション
信号などが入力されている。また、イモビライザ制御モジュール５０が備えるマイクロコ
ンピュータの出力ポートからは、インジケータ５８への駆動信号やエンジン制御モジュー
ル７０への制御信号などが出力されている。
【００２２】
こうして構成されたイモビライザ制御モジュール５０は、電磁界発生回路５２で所定の電
磁界を発生させると共にこの電磁界の発生に感応してワイヤレスキー２２のトランスポン
ダチップ２８から送信されるイモビｉｄ信号をイモビアンテナ５４で受信し、受信したイ
モビｉｄ信号を復調して得られるイモビｉｄをイモビ格納領域５６に格納されているイモ
ビｉｄのいずれかに一致するか照合し、ワイヤレス制御モジュール４０から出力されるワ
イヤレスＩＤの信号とカウンタＣとに基づいてエンジン制御モジュール７０に制御信号を
出力する。制御信号を入力したエンジン制御モジュール７０は、制御信号がエンジンの駆
動許可信号であるときにはエンジンを操作者の指示に従って駆動する制御を行ない、制御
信号がエンジンの駆動禁止信号であるときには操作者の指示に拘わらずエンジンの駆動を
禁止する制御を行なう。
【００２３】
なお、ワイヤレスキー２２は、信号生成ＩＣ２４からワイヤレスＩＤ信号を送信するため
の電力源としての電池２６も内蔵している。また、ワイヤレスキー２２は、ドアの鍵穴に
直接差し込んで所定の角度だけ所定方向に回転させることによりドアをロックまたはアン
ロックすることができるキー本体２１も備えている。
【００２４】
次に、こうして構成された実施例の車両の盗難防止装置３０の動作について説明する。図
２は、イモビライザ制御モジュール５０が備えるコンピュータにより実行される処理プロ
グラムを例示するフローチャートである。処理プログラムが実行されると、コンピュータ
のＣＰＵは、まず、ワイヤレスキー２２の信号生成ＩＣ２４からワイヤレスＩＤ信号が送
信されてワイヤレス制御モジュール４０でワイヤレスＩＤの照合がなされたか否かを判定
する（ステップＳ１００）。この判定は、ワイヤレス制御モジュール４０からイモビライ
ザ制御モジュール５０に向けて出力される信号を読み込むことにより行なうことができる
。実施例では、この信号を、ワイヤレス制御モジュール４０でワイヤレスＩＤが照合がな
されたときには照合されたワイヤレスＩＤの信号とし、ワイヤレス制御モジュール４０で
ワイヤレスＩＤが照合がなされないときにはデフォルト値の信号とした。
【００２５】
ワイヤレス制御モジュール４０でワイヤレスＩＤの照合がなされないときには、ドアのロ
ック状態がロック状態からアンロック状態に変化したか否かを判定すると共に（ステップ
Ｓ１０２）、ドアの状態が閉状態から開状態に変化したか否かを判定する（ステップＳ１
０４）。実施例では、ドアのロック状態の変化の判定処理をロックポジション信号を読み
込むことによって行ない、ドアの状態の変化の判定処理をドア開閉信号を読み込むことに
より行なうものとした。
【００２６】
ドアがロック状態からアンロック状態に変化したと判定されると共にドアが閉状態から開
状態に変化したと判定されたとき、即ち、ワイヤレスキー２２のキー本体２１による機械
的な所定の操作によりドアがアンロックされて開かれたときには、電磁界発生回路５２に
より発生された所定の電磁界に感応してトランスポンダチップ２８から送信されるイモビ
ｉｄ信号をイモビアンテナ５４で受信し、受信したイモビｉｄ信号を復調して得られるイ
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モビｉｄがイモビ格納領域５６に格納されているいずれかのイモビｉｄに一致するかの照
合処理を行なう（ステップＳ１０６）。イモビｉｄが照合されると、照合されたイモビｉ
ｄに関連してイモビ格納領域５６に格納されたカウンタＣをインクリメントし（ステップ
Ｓ１０８）、照合されたイモビｉｄに対応するカウンタＣを規定値と比較する（ステップ
Ｓ１１０）。ここで、規定値は、ドアロック制御モジュール６０の故障やワイヤレスキー
２２の電池２６のバッテリ上がりなどによりワイヤレスキー２２の信号生成ＩＣ２４から
送信されるワイヤレスＩＤ信号によってはドアをアンロックできないときに、故障の修理
や電池２６の交換までに見込まれるキー本体２１による機械的な所定の操作によるドアの
アンロックの回数として設定され、車両の目的や利用形態などによって定められる。
【００２７】
カウンタＣが規定値より小さいときには、車両の異常使用ではないと判定してイモビライ
ザを解除、即ちエンジンの駆動許可信号をエンジン制御モジュール７０へ制御信号として
出力して（ステップＳ１１２）、処理プログラムを終了する。
【００２８】
一方、カウンタＣが規定値以上のときには、車両の異常使用と判定してイモビ格納領域５
６への新規のイモビｉｄの登録や登録されているイモビｉｄの変更を禁止すると共に（ス
テップＳ１１４）、異常使用を出力して（ステップＳ１１６）、車両の異常使用と判定し
てイモビライザを解除せずに本ルーチンを終了する。イモビライザが解除されないから、
即ちエンジンの駆動禁止信号がエンジン制御モジュール７０から制御信号として出力され
た状態を維持するから、エンジンの始動を禁止して車両の異常使用を禁止することができ
る。
【００２９】
ステップＳ１０２でドアのロック状態がロック状態からアンロック状態に変化していない
と判定されたときや、ステップＳ１０４でドアが閉状態から開状態に変化していないと判
定されたとき、または、ステップＳ１０６でイモビｉｄが照合されなかったときには、イ
モビライザを解除することなく本ルーチンを終了する。
【００３０】
ステップＳ１００でワイヤレスＩＤの照合がなされたときには、照合されたワイヤレスＩ
Ｄに関連してイモビ格納領域５６に格納されたカウンタＣをリセットし（ステップＳ１１
８）、受信したイモビｉｄ信号を復調して得られるイモビｉｄがイモビ格納領域５６に格
納されているいずれかのイモビｉｄに一致するかの照合処理を行なう（ステップＳ１２０
）。そして、イモビｉｄが照合されると、照合されたイモビｉｄとステップＳ１００で照
合されたワイヤレスＩＤとがイモビ格納領域５６に関連して格納されたものであるか否か
を判定する（ステップＳ１２２）。即ち、ドアをアンロックしたワイヤレスキー２２に内
蔵されたトランスポンダチップ２８から送信されたイモビｉｄ信号による照合であるか否
かを判定するのである。ワイヤレスＩＤとイモビｉｄとが関連して格納されたものである
と判定されると、ステップＳ１１０以降の処理が行なわれる。この場合、カウンタＣはリ
セットされているから、カウンタＣは規定値より小さいと判定され、イモビライザが解除
される。一方、ワイヤレスＩＤとイモビｉｄとが関連して格納されたものではないと判定
されると、ドアはワイヤレスキー２２に内蔵された信号生成ＩＣ２４から送信されたワイ
ヤレスＩＤ信号に基づいてアンロックされたが、アンロックに用いたワイヤレスキー２２
に内蔵されているトランスポンダチップ２８から送信されたイモビｉｄ信号による照合が
行なわれなかったと判断し、車両の異常使用の可能性があるとしてステップＳ１０８以降
の処理を行なう。この場合、照合されたイモビｉｄに関連するカウンタＣをインクリメン
トし、そのカウンタＣを規定値と比較する。
【００３１】
いま、ワイヤレスキー２２からトランスポンダチップ２８を取り出してイモビライザ制御
モジュール５０のイモビアンテナ５４近傍に貼り付けられ、不正にワイヤレスキー２２の
複製が作成された場合を考える。正当な使用者がワイヤレスキー２２を用いてワイヤレス
でドアをアンロックしてエンジンを始動するときには、ステップＳ１２０の処理でイモビ
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アンテナ５４近傍に貼り付けられたトランスポンダチップ２８によりイモビｉｄが照合さ
れる。このとき、照合されたイモビｉｄはドアをアンロックした際のワイヤレスＩＤと関
連するものでないため、照合されたイモビｉｄに関連するカウンタＣがインクリメントさ
れ、やがてその値が規定値以上となり、インジケータ５８の点灯により正当な使用者は、
車両の異常使用の可能性、即ちイモビアンテナ５４近傍にトランスポンダチップ２８が貼
り付けられている状態を知ることができる。そして、貼り付けられたトランスポンダチッ
プ２８を取り除くなどの適切な処置を施すことができる。一方、不正に複製されたキーを
用いて機械的な所定の操作によりドアをアンロックしてエンジンを始動するときには、ス
テップＳ１０６の処理でイモビアンテナ５４近傍に貼り付けられたトランスポンダチップ
２８によりイモビｉｄが照合される。このとき、照合されたイモビｉｄに関連するカウン
タＣがインクリメントされるから、カウンタＣの値はやがて規定値以上となってイモビラ
イザが解除されないことになり、車両の運行を禁止することができる。しかも、イモビｉ
ｄの新規登録や変更を禁止するから、その後の車両の使用を禁止することができる。
【００３２】
以上説明した実施例の車両の盗難防止装置３０によれば、車両の異常使用を禁止すること
ができると共に車両の異常使用の可能性を未然に発見することができる。しかも、車両の
異常使用を判定したときには、イモビｉｄの新規登録や変更を禁止するから、正規のワイ
ヤレスキー２２以外での車両の使用を禁止することができる。
【００３３】
実施例の車両の盗難防止装置３０では、ワイヤレスキー２２のキー本体２１による機械的
な所定の操作によりドアがアンロックされて開かれ、イモビｉｄが照合されたときには、
照合されたイモビｉｄに関連するカウンタＣをインクリメントし、そのカウンタＣが規定
値以上になったときにイモビライザの解除を行なわないものとしたが、ワイヤレスキー２
２のキー本体２１による機械的な所定の操作によりドアがアンロックされて開かれ、イモ
ビｉｄが照合されたときには、直ちにイモビライザの解除を行なわないものとしてもかま
わない。
【００３４】
また、実施例の車両の盗難防止装置３０では、ワイヤレスでドアがアンロックされ、照合
されたイモビｉｄと照合されたワイヤレスＩＤとが関連するものではないと判定したとき
には、照合されたイモビｉｄに関連するカウンタＣをインクリメントし、そのカウンタＣ
が規定値以上になったときにインジケータ５８を点灯すると共にイモビライザの解除を行
なわないものとしたが、照合されたイモビｉｄと照合されたワイヤレスＩＤとが関連する
ものではないと判定したときには直ちにインジケータ５８を点灯するものとしてよい。こ
の場合、イモビライザの解除を行なうものとしても行なわないものとしても差し支えない
。
【００３５】
更に、実施例の車両の盗難防止装置３０では、ワイヤレスキー２２のキー本体２１による
機械的な所定の操作によりドアがアンロックされて開かれたか否かを判定すると共にイモ
ビｉｄの照合がなされたかを判定するものとしたが、ワイヤレスＩＤの照合なしにイモビ
ｉｄの照合がなされたか否かを判定するものとしてもかまわない。
【００３６】
また、実施例の車両の盗難防止装置３０では、車両の異常使用と判定した場合、イモビｉ
ｄの新規登録や変更を禁止したが、禁止しないものとしてもかまわない。またカウンタが
規定値に満たなくとも、不正使用の可能性有りとみなし、カウンタがカウント中はイモビ
ライザの解除は禁止しないものの、新規登録や変更のみを禁止するようにしてもよい。更
に、実施例の車両の盗難防止装置３０では、車両の異常使用と判定したときには異常使用
の出力としてインジケータ５８を点灯するものとしたが、音声により例えば「車両が異常
使用されています」などと出力するものとしたり、警報を鳴らすものとしたり、表示画面
を備える場合には文字や画像により車両の異常使用を表示するものなどとしてもよい。
【００３７】
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実施例の車両の盗難防止装置３０では、車両の異常使用を判定すると共に車両の盗難を防
止するものとして説明したが、車両以外の移動体、例えば船舶や航空機などの異常使用を
判定すると共に車両以外の移動体の盗難を防止するものとして適用してもよいのはもちろ
んである。
【００３８】
以上、本発明の実施の形態について実施例を用いて説明したが、本発明はこうした実施例
に何等限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において、種々なる形
態で実施し得ることは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施例である車両の盗難防止装置３０の構成の概略を示す構成図で
ある。
【図２】　イモビライザ制御モジュール５０における処理を例示するフローチャートであ
る。
【符号の説明】
２２　ワイヤレスキー、２４　信号生成ＩＣ、２６　電池、２８　トランスポンダチップ
、３０　車両の盗難防止装置、４０　ワイヤレス制御モジュール、４２　ワイヤレスアン
テナ、４４　ワイヤレスＩＤ格納領域、５０　イモビライザ制御モジュール、５２　電磁
界発生回路、５４　イモビアンテナ、５６　イモビ格納領域、５８　インジケータ、６０
　ドアロック制御モジュール、７０　エンジン制御モジュール。
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